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（項目１）

財 務 状 況

① 当期総利益又は総損失 総利益（総損失）         １１億円

② 利益剰余金又は繰越欠損金 利益剰余金（繰越欠損金） １，１２２億円

③ -1当期運営費交付金債務         ― 億円（執行率 ― ％）

④ -2当期運営費交付金債務         ― 億円（執行率 ― ％）

④利益の発生要因

及び

目的積立金の申請状況

厚生労働大臣から指定された社会保険病院等の譲渡業

務については、譲渡に係る病院数が平成 23年度の 2病院

から平成 24年度は以下の 6病院に増えたが、引き渡しが

平成 25年度のため譲渡収入がなく、また、外壁改修等の

病院等整備工事費が約 27億円発生しており、経常損益で

は約 35億円の損失となった。

しかしながら、平成 23年度以前に収受した年金福祉施

設等の運営委託契約解除に伴う施設委託先の特別会計清

算金の額が確定したこと等による臨時利益を約46億円計

上したことにより、当期総利益は約 11億円となった。

（平成 24年度損益概要）

  経常収益   約 ２億円

  経常費用   約 ３７億円

  経常損益   約▲３５億円

  臨時利益   約 ４６億円

  当期総利益  約 １１億円

  

  当機構の目的は、年金及び健康保険事業の適切な財政

運営に資するため、年金福祉施設等の譲渡により生じた

収入を国庫（年金特別会計）に納付することであり、機

構法第 15条第 1項の規定により、年金福祉施設等の譲渡

により生じた収入から、当該事業年度の事業運営に要し

た経費及び翌事業年度の事業運営に要すると見込まれる

経費等を控除して翌事業年度に国庫に納付することとさ

れていることから、目的積立金の申請は行っていない。
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⑤100 億円以上の利益剰

余金又は繰越欠損金が

生じている場合の対処

状況

利益剰余金は機構発足以来毎年度の当期総利益の累積

であり、主な発生要因は、販売用不動産である年金福祉

施設等の売却高が売却原価を上回ったことによるもので

ある。

（機構発足時から平成 24年度までの累積）

年金福祉施設等の売却高 2,221 億円

売却原価        1,168 億円

貸借対照表（25年 3 月 31 日現在）

（単位：百万円）
資産の部 金額 負債の部 金額

流動資産
現金・預金等
販売用不動産
その他

固定資産
有形固定資産
その他

96,321
22,236
73,213

873
497

7
490

流動負債
未払金等
預り金
解体撤去引当金
その他

固定負債

1,258
13

1,061
169
15
22

負債合計 1,280
純資産の部

資本金
政府出資金

資本剰余金
利益剰余金
国庫納付金

103,674
103,674
85,037

112,229
△205,401

純資産合計 95,539

96,819 負債純資産合計 96,819

年金福祉施設等の売却収入は、前記④のとおり機構の

事業運営に要する経費等を差し引いた額を翌事業年度に

国庫に納付することとされており、平成 23年度までの国

庫納付額の累積は、2,054 億円となっている。

なお、平成 22年度に係る国庫納付金については、東日

本大震災により被災した社会保険病院等の災害復旧経費

所要額が不明であったことから、主務官庁及び財政当局

と調整し、留保した。

（各年度の国庫納付額）

平成 17 年度に係る国庫納付金 13億円（18年度納付）

平成 18 年度に係る国庫納付金 230億円（19年度納付）

平成 19 年度に係る国庫納付金 403億円（20年度納付）

平成 20 年度に係る国庫納付金 486億円（21年度納付）
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平成 21 年度に係る国庫納付金 892億円（22年度納付）

平成 23 年度に係る国庫納付金  31億円（24年度納付）

（平成 24 年度納付分までの累積 2,054 億円）

⑥運営費交付金の執行

率が９０％以下となっ

た理由

当機構は運営費交付金の交付を受けていない。
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（項目２）

保有資産の管理・運用等

①保有資産の活用状況

とその点検

（独立行政法人の事務・事業の

見直し基本方針で講じる措置が

定まっているものを除く。）

１．独法の事業の用に供されている財産

当機構が保有する資産は、販売用不動産である

社会保険病院等と固定資産である事務室間仕切り

やネットワークシステム等であり、不要財産には

該当しない。

２．福利厚生施設等

平成 24年 4月 3日「独立行政法人の職員宿舎の

見直し計画」（行政改革実行本部決定）に該当する

職員宿舎はない。

また、その他の福利厚生施設等もない。

３．運営費交付金

当機構は運営費交付金の交付を受けていない。

４．基金

当機構は基金を保有していない。

（項目１の④参照）

②資金運用の状況

当機構は、国庫納付までの間、業務上の余裕金

について短期の資金運用を行っているが、運用方

法は時価又は為替相場の変動等の影響を受けない

譲渡性預金、定期預金又は国庫短期証券に限定し

ている。（運用先は競争入札により選定）

③債権の回収状況

当機構は融資等業務を行っていない。

また、貸付金もない。

※平成 24年度の貸借対照表に計上されている

未収金（６億円）及び長期未収金（５億円）

は、年金福祉施設等の譲渡を地方公共団体に

対し行ったものに係る延納分の未収金等であ

り、回収不能等が懸念される債権ではない。
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（項目３）

組織体制・人件費管理

（委員長通知別添一関係）

①給与水準の状

況と総人件費改

革の進捗状況

【給与水準の状況】

役職員の給与等については、以下のとおり、国の給与改正に

準じて給与等の見直しを行い、適正な給与水準を維持している。  

※役員（理事長）の報酬等については、平成 18 年度より特別手当

について業績評価による算定を導入するとともに、厚生労働事務

次官の報酬額の範囲内となるよう努めている。

（参考）平成24年度役員報酬支給実績

理事長（常勤） 17,387 千円

理事（非常勤） 1,483 千円

監事（非常勤） 2,566 千円

平成 24年度においては、国家公務員の給与の改正及び臨時特

例に関する法律（平成 24年法律第 2号）に基づく国家公務員の

給与の見直しに関連し、平成 24 年 4 月から平成 26 年 3 月まで

の間、役職員の俸給月額・賞与等の減額を実施したところであ

る。

また、国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について（平

成 24 年 8 月 7 日閣議決定）に基づき、平成 25 年 1 月から退職

日に応じて役職員の退職金の削減措置を講じている。

以上のとおり国の給与改正に準じて給与等の見直しを行って

いるところ、平成 24年度のラスパイレス指数については、対国

家公務員指数で 117.9 となっている。当機構の今年度の調査対

象者は全員が国からの出向職員であり、給与水準は国に準じた

体系をとっていることから、各個人への支給額は国に在籍して

いたときと基本的には変わりない。こういった事情にもかかわ

らず、国の給与水準を上回っている要因は、以下の理由が考え

られる。

①地域的要因

調査対象者全員の在勤地が東京都であること。

（参考）地域手当率  東京特別区 18%

※ 地域手当率は、人事院規則により、地域によって 0%～

18%となっている。
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②職員構成の相違

調査対象人員が８人と少なく、指数算出のための母数が小

さいため、１人の給与が全体の指数に大きな影響を与える。

今年度当機構は管理職の割合の高い構成となっている。

当機構職員の国家公務員行政職俸給表（一）6 級相当以上

の管理職割合２５．０％（８人中２人）が国家公務員行政職

俸給表（一）の適用を受ける職員の 6級以上の占める割合（１

５．７％※）を大きく上回っており、ラスパイレス指数に影

響を与える管理職手当を受けている者が多い。さらに、俸給、

諸手当等の額は国家公務員の水準と同様であるが、各手当に

関する支給額の平均は、扶養手当は１３，４３８円（国にお

ける月額平均１２，３１３円※）、住居手当は６，７５０円（同

３，７５１円※）と対国家公務員の平均を上回っている。

③新機構改組へ向けた困難な業務に対応するための職員配置

当機構は平成 23年 6月に成立した「独立行政法人年金健康

保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律」（平成 23 年

法律第 73号）において、同法の公布日から 3 年以内の政令で

定める日（平成 26 年 4 月 1日）に独立行政法人地域医療機能

推進機構に改組されることとなった。

新機構は、これまでの社会保険病院・厚生年金病院（国が

健康保険や厚生年金保険の保険者として、保険料を財源に、

設置した病院）、船員保険病院（旧船員保険の保険者である国

が、船舶所有者が全額負担する保険料を財源として設置）の

病院群を直接運営する組織となる。

これら社会保険病院等の運営は、現在ＲＦＯが公益法人（一

般社団法人全国社会保険協会連合会、財団法人厚生年金事業

振興団及び財団法人船員保険会）に委託して運営しており、

それぞれの団体は、組織文化をはじめ、ガバナンス、人事・

給与制度等が全く異なっている状況である。

このため、3 団体の職員の処遇等について、期限が限られて

いる中で統一的にルールを策定することが必要不可欠であ

り、特に、給与制度（評価制度を含む。）や退職金制度をはじ

め、組織運営や人事に関する事項など、現団体の各制度を踏

まえつつ、独立行政法人に相応しい制度に移行する必要があ

り、各団体との高度な折衝や調整が求められること。また、

各種制度に精通しつつ、激変緩和措置を設けるなど柔軟に対

応することも必要なことから、相当程度のキャリアを積み、



7

高い業績評価を受けている職員（管理職員）を配置したこと

で、給与水準が総じて高くなっている。なお、地域医療機能

推進機構発足後の本部職員については、管理職員の配置割合

を高くする必要がなく、このような問題は生じないものと考

えている。

当機構の職員の俸給、諸手当等の給与水準については、国の

給与法改正を反映させているため法人独自の手当は存在せず、

国家公務員との比較において適切なものであると考えている

が、今後、平均給与の水準をさらに抑制するため、引き続き国

の給与改正に準じた給与の見直しを行っていく。

（参考）対国家公務員ラスパイレス指数

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

対国家公務員 103.7 99.8 117.9

地域・学歴勘案 95.6 91.6 108.5

【総人件費改革の進捗状況】

機構については、平成 24年３月 30日に中期目標が見直され、

従来の業務に加え、新機構への改組に向けた準備を行うことが

業務とされたため、平成 24年４月に地域医療機能推進機構準備

室を設置した。

新機構への改組に当たっては、社団法人全国社会保険協会連

合会、財団法人厚生年金事業振興団及び財団法人船員保険会と

いう人事・給与体系を含む組織文化の異なる 3 団体に運営され

ている約 60の病院を、独立行政法人に相応しい統一した制度の

下で移行するために、各団体との高度な折衝や調整を行う必要

がある。この困難な業務を遂行するため、地域医療機能推進機

構準備室に、国立病院・療養所の独立行政法人化の準備作業の

経験を有する職員等を配置することにより、新機構移行に向け

た専門性の高い体制の強化を図ったところである。

一方で、「行政改革の重要方針」（平成 17年 12 月 24 日閣議決

定）による人員削減の取組について、中期計画においては、平

成 25 年度末までに、平成 17 年度に比べて８％以上の人員の削

減を掲げており、機構全体の業務体制としては、引き続き民間

の専門的知見を最大限活用できる体制を確保した上で、施設部



8

を廃止するなど組織の見直しを行い、結果としては、平成 24年

度末の常勤役職員数は平成 23 年度末比△1 名の 24 名としてお

り、平成 17 年度の基準人員 41 名に対しては、目標の８％を大

幅に上回る 41.5％の削減となっている。

年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度

年度末

人員数

(人)
36 36 39 39 34 31

人員

純減率

（注）

（％）

0.0

（△12.2）

8.3

（△4.9）

8.3

（△4.9）

△5.6

（△17.1）

△13.9

（△24.4）

年度 平成 23 年度 平成 24 年度

年度末

人員数

(人)
25 24

人員

純減率  

（注）

（％）

△30.6

（△39.0）

△33.3

（△41.5）

（参考）
人件費削減の取組の進捗状況

  基準となる定員数 ４１名（常勤役員１名、常勤職員 40 名）

注：この表の上段の数値は、平成 17 年度末の人員数を基準とした場合の
人員純減率について、機械的に計算した数値を掲載しているものであ
る。また、下段の括弧書きの数値は、削減の基準となる定員数をもとに
計算した率である

当機構は平成 17 年 10 月に設立された法人であり、平成 17 年度末時
点の人員数は、業務の本格化前の数値であるため、「行政改革の重要方
針」で示された削減目標の設定ルールを機械的に当てはめ、基準の人員
数を平成 17 年度末の人員数とすることは、当機構の業務の実態とそぐ
わず、合理性に欠けるものであり、当機構としては、定員 41 名を削減
基準とすべきと考えている。

【自己評価】

給与水準については、対国家公務員指数で 117.9 となってお

り国の給与水準を上回っている。当機構の今年度の調査対象者

は全員が国からの出向職員であり、給与水準は国に準じた体系

をとっていることから、各個人への支給額は国に在籍していた

ときと基本的には変わりない。また、機構職員の俸給、諸手当

等の給与水準については、国の給与法改正を反映させているた

め法人独自の手当は存在せず、国家公務員との比較において適

切なものであると考えているが、今後、平均給与の水準をさら

に抑制するため、引き続き国の給与改正に準じた給与の見直し

を行っていく。
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②国と異なる、

又は法人独自の

諸手当の状況

国と異なる手当はない。

③福利厚生費の

状況

法定福利費  26,326 千円（役職員一人当たり 940,214 円）

法定外福利費      398 千円（役職員一人当たり  16,500 円）

  当機構における法定外福利費は「労働安全衛生法に基づく健

康診断費用及び「人間ドック等の健康診断費用」のみであり、

その他のレクリエーション等経費への支出はない。
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（項目３の２）

○ 国家公務員再就職者の在籍状況 及び

法人を一度退職した後、嘱託等で再就職した者注１の在籍状況

  （平成 25年 3月末現在）

役  員注２ 職  員

常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計

総  数 1 人 3 人 4 人 23 人 8 人 31 人

うち国家公務員

再就職者
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

うち法人退職者 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 1 人

うち非人件費ポス

ト
0 人 3 人 3 人 3 人 8 人 11 人

うち国家公務員

再就職者
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

うち法人退職者 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 1 人

注１ 「法人を一度退職した後、嘱託等で再就職した者」とは、法人職員が、定年退職等

の後、嘱託職員等として再度採用されたものをいう（任期付き職員の再雇用を除く。）。

注２ 役員には、役員待遇相当の者（参与、参事等の肩書きで年間報酬額 1,000 万円以上

の者）を含む。

注３ 「非人件費ポスト」とは、その年間報酬が簡素で効率的な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律（平成 18 年法律第 47号）第 53 条第 1 項の規定により削減

に取り組まなければならないこととされている人件費以外から支出されているもの

（いわゆる総人件費改革の算定対象とならない人件費）

④国家公務員再就職者

及び本法人職員の再就

職者の在籍ポストとそ

の理由

国家公務員再就職者はいない。

本法人退職者に該当する非常勤職員１名について

は、施設売却の過程において発生するリスク（暴力

団等不適格入札者、偽情報等）に対応するために設

置した上席調査役であり、平成 22年 9月に年金福祉

施設等（社会保険病院等を除く）300 施設の譲渡が

完了したことを踏まえ、勤務体系を見直し、引き続

き非常勤職員として雇用しているものである。



独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成24年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事（非常勤）

監事（非常勤）

　

23年度実績に係る厚生労働省独法評価委員会の評価及び平成23年度下期、平成

24年度上期における売却実績を点数化し、「役員特別手当支給割合基準」に基づき

特別手当支給割合を、6月支給分については1.0、12月支給分については1.2とした。
（参考）役員の特別手当については、役員給与規程第8条第2項により、厚生労働省

独立行政法人評価委員会が行う業績評価の結果等を考慮し、増額又は減額す
ることができる。

①国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24

年法律第2号）に基づく国家公務員の給与の見直しに関連し、平成

24年4月分から俸給月額・賞与等の減額を実施した。（▲9.77％）
②国家公務員の退職手当の支給水準引下げについて（平成24年8
月7日閣議決定」に基づき、退職手当について国家公務員に準じ
た見直し（減額改定）を行った。当機構役員退職手当計算式に退
職日に応じて下記の乗率を乗じて得た額とする。

・平成25年 1月1日～平成25年9月30日 100分の97.35
・平成25年10月1日～平成26年6月30日 100分の91.35
・平成26年 7月1日～ 100分の86.35

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法
律第2号）に基づく国家公務員の給与の見直しに関連し、平成24年4
月分から俸給月額の減額を実施した。（▲9.77％）

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法
律第2号）に基づく国家公務員の給与の見直しに関連し、平成24年4
月分から俸給月額の減額を実施した。（▲9.77％）
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２　役員の報酬等の支給状況

平成24年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,387 13,632 3,755 －
（　　　　）

4月1日

千円 千円 千円 千円

1,483 1,483 － －
（　　　　）

9月30日

千円 千円 千円 千円

1,483 1,483 － －
（　　　　）

10月1日

千円 千円 千円 千円

2,566 2,566 － －
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

2,566 2,566 － －
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入している。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄としている。

３　役員の退職手当の支給状況（平成24年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った

　　　事由を記入している。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。

　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄としている。

その他（内容）

法人での在職期間

監事
（非常勤）

理事
（非常勤）

該当者なし

該当者なし

該当者なし

前職

法人の長

D監事
（非常勤）

C監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

法人の長

B理事
（非常勤）

摘　　要

A理事
（非常勤）
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成24年度における給与制度の主な改正点

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容

俸給（昇給） 　一般職員について勤務成績に応じ、5区分に評価し、昇給号俸数を決定している。

賞与：勤勉手当
　一般職員について勤務成績に応じ、勤勉手当基礎額の100分の130（俸給の特別調
整額の支給を受ける職員にあっては勤勉手当基礎額の100分の170）を超えない範囲
において勤勉手当額を決定している。

賞与：業績手当 　施設譲渡専門職員について実績評価に応じ、俸給月額相当額の範囲内で決定している。

中期計画において、
・平成25年度末までに、平成17年度に比べて8％以上の人員の削減を行うこと
・国家公務員の給与構造改革を踏まえて、役職員の給与について必要な見直しを
進めること
・総人件費については、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直す
ことと規定しており、これを踏まえた適切な執行を行うこととしている。

国家公務員の給与制度に準じ、決定することとする。

譲渡専門職員については、実績評価を、一般職員については、実績評価と能力評

価による評価制度を導入している。

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法律第2号）に基づ

く国家公務員の給与の見直しに関連して、以下の措置を講ずることとした。

（職員について）

・実施期間：平成24年4月～平成26年3月

・俸給表及び諸手当関係の措置の内容
(1)俸給月額、地域手当

７級以上 ▲9.77％

３級から６級 ▲7.77％
１級から２級 ▲4.77％

(2)管理職手当 一律 ▲10％

(3)期末手当、勤勉手当 一律 ▲9.77％

（役員について）
・実施期間：平成24年4月～平成26年3月

・俸給表及び諸手当関係の措置の内容
俸給月額・賞与 ▲9.77％
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 40.5 6,641 4,927 147 1,714
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 40.5 6,641 4,927 147 1,714

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 56.0 7,060 5,528 172 1,532
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 53.2 7,150 5,671 173 1,479

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注2：「施設譲渡専門職員」とは、年金福祉施設等の売却に関する専門的業務を行う職種を示す。

注3：研究職種、医療職種、教育職種については該当者がいないため省略した。

注4:任期付職員の事務・技術該当者は２人以下のため、当該個人に関する情報が特定される

　おそれのあることから、平均年齢及び平成24年度年間給与額の事項について記載していない。

区分

常勤職員

うち所定内人員

事務・技術

再任用職員

施設譲渡専門職員

平均年齢
平成24年度の年間給与額（平均）

総額

非常勤職員

事務・技術

事務・技術

在外職員

任期付職員

事務・技術

うち賞与

14



②

注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注2：32～35歳以外の年齢階層の該当者は2名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

注3：すべての年齢階層の該当者が4名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

1 － － － －

1 － － － －

2 － － － －

5 41.1 4,768 5,268 5,298

注1：係長・主査の該当者以外は２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　 平均年齢及び年間給与の平均額は表示していない。

注2：当機構は、本部とそれ以外の区別がない組織である。

（常勤職員）

区分 計 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 １級

　

標準的 審議役 　 部長 部長代理 課長 係長 係長 　
部長 部長代理 課長 係員

な職位 部長 　 上席調査役 上席調査役 調査役 主査 主査 　
　

人 人 人 人 人 人 人 人 人

8 1 0 0 1 2 0 4 0

（割合） （ 12.5 %） （ 0 %） （ 0 %） （ 12.5 %） （ 25.0%） （ 0% ） （ 50.0%） （ 0 %）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

－ － － － － － 36 －

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

－ － － － － － 33 －

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

－ － － － － － 4,018 －

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

－ － － － － － 3,428 －

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

－ － － － － － 5,298 －

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

－ － － － － － 4,611 －

（任期付職員）

区分 計 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 １級
　

標準的 審議役 　 部長 部長代理 課長 係長 係長 　
部長 部長代理 課長 係員

な職位 部長 　 上席調査役 上席調査役 調査役 主査 主査 　
　

人 人 人 人 人 人 人 人 人

1 0 0 0 0 0 1 0 0
（割合） （ 0 %） （ 0 %） （ 0 %） （ 0 %） （ 0 %） （100.0 %） （ 0 %） （ 0 %）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

－ － － － － － － －

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

－ － － － － － － －

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

－ － － － － － － －

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

－ － － － － － － －

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

－ － － － － － － －

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

－ － － － － － － －

注：常勤職員３級における該当者以外はそれぞれ２人以下のため、当該個人に関する情報が特定される
　　おそれのあることから、「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔任期付職員（事務・技術職員）を含む。以下、⑤まで同じ。〕

　　　平均給与額については表示していない。

　　　第1分位・第3分位折れ線グラフについては表示していない。

③

年間給与額

(最高～最

低)

平均平均年齢

課長

人員

所定内給与

年額(最高

～最低)

係長・主査

部長

年間給与額

(最高～最

低)

所定内給与

年額(最高

～最低)

年齢（最高

～最低）

分布状況を示すグループ

 職級別在職状況等（平成２５年４月１日現在）（事務・技術職員）

部長代理

人員

人員

年齢（最高

～最低）

～

－

千円

（ 0 %）

～

－

歳

－

～

－

２級

　
係員

　

人

0

－

２級

　
係員

　

人

－

千円

0
（ 0 %）

歳

－

～

－

－

～

－

千円

－

～

千円

－

(千円)

44～47歳36～39歳32～35歳 48歳～51歳40歳～43歳 52歳～55歳

5

5,000

10,000

×
×

×
×

× ×

56歳以上

×

人数

平均給与額

国の平均給与額

第３分位

第１分位

×
・
○

△ (人)

・
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④

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

査定支給分（勤勉相当）

（平均）

         最高～最低

⑤

117.9

111.2

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 103.7

参考 学歴勘案　　　　　　 121.0

地域・学歴勘案　　　108.5

％ ％

49.4～44.1

65.6

44.0

％

【国からの財政支出について】
　国からの財政支出はない（平成24年度予算）

36.9～32.438.0～33.8 37.8～30.0

％％

％

一般
職員

％

64.4

指数の状況

賞与（平成24年度）における査定部分の比率（事務・技術職員)

47.2～42.8

％ ％ ％

65.0

【累積欠損額について】
　累積欠損額はない（平成23年度決算）

対国家公務員（行政職（一））

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

％

53.1

　当機構の今年度の調査対象者は全員が国からの出向職員であり、給与水準は国に準じた体系をとって
いることから、各個人への支給額は国に在籍していたときと基本的には変わりない。こういった事情にもか
かわらず、国の給与水準を上回っている要因は、以下の理由が考えられる。
①地域的要因
　調査対象者全員の在勤地が東京都であること。
　（参考）地域手当率　　東京特別区18%
　※地域手当率は、人事院規則により、地域によって0%～18%となっている。
②職員構成の相違
　　調査対象人員が８人と少なく、指数算出のための母数が小さいため、１人の給与が全体の指数に大き
な影響を与える。
　今年度当機構は管理職の割合の高い構成となっている。
　当機構職員の国家公務員行政職俸給表（一）6級相当以上の管理職割合２５．０％（８人中２人）が国家
公務員行政職俸給表（一）の適用を受ける職員の6級以上の占める割合（１５．７％※）を大きく上回ってお
り、ラスパイレス指数に影響を与える管理職手当を受けている者が多い。
　さらに、俸給、諸手当等の額は国家公務員の水準と同様であるが、各手当に関する支給額の平均は、
扶養手当は１３，４３８円（国における月額平均１２，２６０円※）、住居手当は６，７５０円（同４，００１円※）と
対国家公務員の平均を上回っている。
　※引用：「平成２４年国家公務員給与等実態調査」
③新機構改組へ向けた困難な業務に対応するための職員配置
　当機構は平成23年6月に成立した「独立行政法人年金健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正す
る法律」（平成23年法律第73号）において、同法の公布日から3年以内の政令で定める日（平成26年4月1
日）に独立行政法人地域医療機能推進機構に改組されることとなった。
　新機構は、これまでの社会保険病院・厚生年金病院（国が健康保険や厚生年金保険の保険者として、
保険料を財源に、設置した病院）、船員保険病院（旧船員保険の保険者である国が、船舶所有者が全額
負担する保険料を財源として設置）の病院群を直接運営する組織となる。
　これら社会保険病院等の運営は、現在ＲＦＯが公益法人（一般社団法人全国社会保険協会連合会、財
団法人厚生年金事業振興団及び財団法人船員保険会）に委託して運営しており、それぞれの団体は、
組織文化をはじめ、ガバナンス、人事・給与制度等が全く異なっている状況である。
このため、3団体の職員の処遇等について、期限が限られている中で統一的にルールを策定することが
必要不可欠であり、特に、給与制度（評価制度を含む。）や退職金制度をはじめ、組織運営や人事に関
する事項など、現団体の各制度を踏まえつつ、独立行政法人に相応しい制度に移行する必要があり、各
団体との高度な折衝や調整が求められること。また、各種制度に精通しつつ、激変緩和措置を設けるなど
柔軟に対応することも必要なことから、相当程度のキャリアを積み、高い業績評価を受けている職員（管理
職員）を配置したことで、給与水準が総じて高くなっている。
なお、地域医療機能推進機構発足後の本部職員については、管理職員の配置割合を高くする必要がな
く、このような問題は生じないものと考えている。

【主務大臣の検証結果】
地域、学歴等を勘案してもなお、国家公務員より高い水準であることから、国民の皆様に納得していただ
けるよう、一層の給与水準の見直しについて十分検討していただきたい。

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

45.9～41.2

％

35.0

一律支給分（期末相当）

54.6

％

34.435.6

％

夏季（6月） 冬季（12月）

対国家公務員　　117．9

％

56.0

％

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

％

46.9

内容項目

45.4

対他法人（事務・技術職員）

　給与水準の適切性の
　検証

計
％
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○比較対象職員の状況

・事務・技術

①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の8人及び任期付職員欄のうち事務・技術欄の1人　計9人

　　9人の平均年齢　43.2歳　、　平均年間給与額 6,658千円

Ⅲ　総人件費について

当年度

（平成24年度）

前年度

（平成23年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

5,456

△ 25.5△ 58,796

△ 29.6

講ずる措置

171,842

　　　　新機構への改組に向けて業務を円滑に進めるためには、相当の知識・経験を有するとともに、管理的立場にある
　　 者が対応することが必要不可欠である。

△ 12.4 △ 112,906

26,593

△ 52.3△ 56,876

5,456

　当機構の職員の俸給、諸手当等の給与水準については、国の給与法改正を反映させているため法人
独自の手当は存在せず、国家公務員との比較において適切なものであると考えているが、今後、平均給
与の水準をさらに抑制するため、引き続き国の給与改正に準じた給与の見直しを行っていく。

中期目標期間開始時（平成
17年度）からの増△減

△ 201

△ 21,818

比較増△減

51,792

 ( - )

73,610
非常勤役職員等給与

172,043
給与、報酬等支給総額

△ 14,326

△ 9.1131

△ 30.6

26,724

292,028

退職手当支給額

福利厚生費
△ 2,6900.5

・給与、報酬等支給総額については、対前年度比0.1％減少、非常勤役職員等給与については、対前年度比29.6％減少、
最広義人件費については、対前年度比12.4％減少している。これは、中期計画において設定した人員削減を着実に行っ
たことや、国家公務員の給与改正に準じた給与の見直しを行ったことにより、人件費の削減につながったものである。
・国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号）に基づく国家公務員の給与の見直しに関
係する削減額は、役員で2,759千円、職員（事務・技術）で12,541千円である。
・「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年８月７日閣議決定）に基づき、実施した退職手当金の
削減額は、常勤職員で53,150円である。

255,814
最広義人件費

△ 36,214

△ 0.1

19,782 △ 72.4

①平成24年度支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　4.6％

②常勤職員数に対する管理職の割合　50％（常勤職員数：8人　うち管理職：4人）

区　　分

③大卒以上の割合　37.5％（常勤職員数：8人　うち大卒者：3人）
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Ⅳ 法人が必要と認める事項

　

　平成24年３月から、

　　　・役職員の俸給月額の引下げを実施した。（平均▲0.23％）
　　　　※平成23年４月からの較差相当分は、平成24年６月期の賞与で調整

　平成24年６月から平成26年３月までの間（ただし、平成24年４月及び５月分は平成24年６月支給分で調整）、

　　　・役員の報酬について、俸給月額・賞与等の減額を実施した。（▲9.77％）

　　　・職員の給与について、本俸等の減額を以下のとおり実施した。（行（一）相当職員）

　　　　　①　俸給月額　７級以上（国の７級以上相当）    　　　 ▲9.77％

　　　　　　　　　　　　　　 ３級～６級（国の３級～６級相当）　     ▲7.77％

　　　　　　　　　　　　　　 １級～２級（国の１級～２級相当）　     ▲4.77％

　　　　　　※その他の俸給表適用職員については、これに準じた支給減額率

　　　　　②　俸給の特別調整額（管理職手当）　一律▲10％

　　　　　③　期末手当及び勤勉手当　一律▲9.77％

　　　　　④　地域手当等の俸給月額に連動する手当（期末手当及び勤勉手当を除く）の月額は、減額後の

　　　　　　俸給月額等の月額により算出

　

　　役員に関する講じた措置の概要

：平成25年　1月1日～平成25年9月30日　　100分の97.35
：平成25年10月1日～平成26年6月30日　　100分の91.35
：平成26年　7月1日～　　　　　　　　　　　　　 100分の86.35

　　職員に関する講じた措置の概要

：平成25年　1月1日～平成25年9月30日　　100分の98
：平成25年10月1日～平成26年6月30日　　100分の92
：平成26年　7月1日～　　　　　　　　　　　　　 100分の87

（ただし、下記調整率を乗ずる前の退職手当の額が、国家公務員退職手当法による引き下げ後の退職手当の額
を下回っている場合は適用しない。）

②　「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年８月７日閣議決定）に基づき、平成25年3月に退職
規程を改定した。（平成25年1月から適用）

　当機構は、平成17年10月に設立された有期（5年）の法人であり、平成22年9月に解散する予定であったが平成22年8月
に成立した「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律」（平成22年法律第48号）により存
続期間が2年延長され、さらに平成23年6月に成立した「独立行政法人年金健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正
する法律」（平成23年法律第73号）において、同法の公布日から3年以内の政令で定める日（平成26年４月１日）に独立行
政法人地域医療機能推進機構に改組されることとなった。
　

①　国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号）に基づく国家公務員の給与の見直しに
関連して、以下の措置を講ずることとした。

退職者一律で調整率を下記のとおり平成25年1月1日から適用。

退職者一律で調整率を下記のとおり平成25年1月1日から適用。
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（項目４）

事業費の冗費の点検

（委員長通知別添二関係）

事業費項目 点検状況

１年間実施した場

合の削減効果額

（単位：千円）

①庁費の執行状

況の点検

当機構の庁費の支出は賃借料や光熱水料といった支出時

期が一定であるものが大多数を占めており、消耗品費につ

いても必要最小限の調達としていることから、適切に支出

されており、事務経費等の駆け込み執行等はない。

②旅費の執行状

況の点検

出張等については、事前に必要性を精査した上で計画・

実施しており、不要不急な出張等は行われていない。

③給与振込経費

の削減

給与振込経費は支出していない。

（当機構では、職員からの申出により

複数口座への給与振込を認めてい

るが、複数口座への振込であっても

手数料はかからない。）

―  千円

④その他コスト

削減について検

討したもの

  

当機構は、従来より、徹底したコス

ト削減に取り組んでいることから冗

費はない。

  なお、平成 24 年度においては、昨

年度に引き続き東日本大震災による

節電要請を踏まえ、執務室における照

明や空調の抑制等の節電に努めた結

果、電気料金が平成 23 年度に比べ

10.9％削減されている。

３００

千円

(電気料金の H23’とH24’
の実績比較)
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※ 削減効果額とは、各項目について行った見直しを平成 24 年度当初から実

施したと仮定した場合における平成 24年度の実績額（推計）が、平成 23年

度の実績額からどれだけ削減したかを示すものである。



（項目４の２）

平成２４年度の庁費及び旅費の類に関する支出状況

上段：支出予定
下段：支出実績

（単位：円）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 出納整理期

120,002,000

82,092,541 25,460,787 12,582,953 6,342,912 6,534,922 30,449,838 17,917,839 5,980,562 6,551,437 19,935,433 7,708,918 3,623,302 8,603,213 6,246,483 1,842,334 1,206,340 1,397,597 1,800,212

33,979,799 18,151,012 9,075,506 4,537,753 4,537,753 13,586,161 4,537,753 4,537,753 4,510,655 2,242,626 2,242,626 0 0 0 0 0 0 0

2,058,097 406,662 0 206,907 199,755 880,340 243,010 275,812 361,518 473,298 298,700 125,410 49,188 297,797 94,812 51,934 98,069 52,982

1,352,369 323,400 0 161,700 161,700 485,100 161,700 161,700 161,700 269,379 161,700 50,099 57,580 274,490 55,060 50,227 50,227 118,976

13,784,769 1,469,008 60,430 970,343 438,235 10,135,773 9,495,980 333,474 306,319 917,725 423,257 263,727 230,741 1,262,263 343,393 203,657 320,184 395,029

2,037,985 530,234 170,197 154,434 205,603 533,973 141,426 149,167 243,380 470,192 149,269 199,945 120,978 503,586 68,578 91,013 271,176 72,819

253,875 0 0 0 0 23,000 0 23,000 0 103,398 23,000 23,000 57,398 127,477 34,550 11,550 69,827 11,550

456,750 73,920 0 36,960 36,960 147,420 36,960 36,960 73,500 103,110 36,960 33,075 33,075 132,300 33,075 33,075 33,075 33,075

28,168,897 4,506,551 3,276,820 274,815 954,916 4,658,071 3,301,010 462,696 894,365 15,355,705 4,373,406 2,928,046 8,054,253 3,648,570 1,212,866 764,884 555,039 1,115,781

7,042,856 1,069,204 0 459,700 609,504 2,208,037 875,901 547,130 785,006 2,020,315 797,980 745,780 476,555 1,745,300 609,390 299,470 622,970 213,470

7,042,856 1,069,204 0 459,700 609,504 2,208,037 875,901 547,130 785,006 2,020,315 797,980 745,780 476,555 1,745,300 609,390 299,470 622,970 213,470

45,922,000

14,325,424 2,321,042 80,633 1,206,991 1,033,418 3,281,361 1,155,249 1,052,941 1,073,171 5,234,623 1,016,524 3,327,885 890,214 3,488,398 854,333 919,520 943,061 771,484

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

910,851 117,369 0 76,508 40,861 249,636 79,306 60,960 109,370 224,884 70,269 78,557 76,058 318,962 84,634 74,553 99,940 59,835

182,280 58,380 0 29,190 29,190 66,570 29,190 29,190 8,190 24,570 8,190 8,190 8,190 32,760 8,190 8,190 8,190 8,190

282,330 111,828 36,869 19,540 55,419 115,227 25,606 87,635 1,986 40,084 2,759 6,577 30,748 15,191 3,808 11,096 10 277

3,682,496 845,173 36,814 492,353 316,006 966,341 388,999 301,762 275,580 854,620 276,564 336,954 241,102 1,016,362 241,359 293,168 287,161 194,674

144,460 0 0 0 0 0 0 0 0 92,000 92,000 0 0 52,460 17,910 23,000 11,550 0

1,276,587 188,282 0 94,141 94,141 387,423 94,141 94,141 199,141 296,598 94,141 109,261 93,196 404,284 93,196 93,196 124,696 93,196

7,846,420 1,000,010 6,950 495,259 497,801 1,496,164 538,007 479,253 478,904 3,701,867 472,601 2,788,346 440,920 1,648,379 405,236 416,317 411,514 415,312

149,700 48,100 0 23,800 24,300 63,030 23,000 33,030 7,000 23,240 1,300 16,210 5,730 15,330 1,260 7,050 7,020 0

149,700 48,100 0 23,800 24,300 63,030 23,000 33,030 7,000 23,240 1,300 16,210 5,730 15,330 1,260 7,050 7,020 0

その他

うち、旅費の類計

その他一般管理費

うち、庁費の類計

賃借料

光熱水料

オフィス維持管理費

国内旅費

消耗品費

通信費、図書印刷費

福利厚生費

リース料、保守料

通信費、図書印刷費

福利厚生費

リース料、保守料

その他

うち、旅費の類計

国内旅費

その他業務経費

うち、庁費の類計

賃借料

光熱水料

オフィス維持管理費

消耗品費

2
1

区   分 執行計画額 合　計

支　　　出　　　　状　　　　況

　第１・四半期 　第２・四半期 　第３・四半期 　第４・四半期

全体
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（項目５）

契   約

（委員長通知別添二関係）

①契約監視委員会から

の主な指摘事項

平成 24年度のすべての契約（少額随契を除く）に

ついて点検を受けたが、特段の指摘事項はなかった。

②契約監視委員会以外

の契約審査体制とその

活動状況

当機構のすべての調達契約（少額随契を除く）に

ついて、「調達の適正化について（依頼）」（平成 22

年 4 月 6 日厚生労働大臣通知）に基づく審査を行う

ため、理事長、理事、監事、入札執行及び契約審査

担当の外部顧問等で構成する契約審査会を設置して

いる。

契約に当たっては、①担当部、②総務部（経理担

当）及び③契約審査会における審査（決裁）を受け

ており、こうした重層的な審査体制により、執行、

審査の担当者（機関）の相互けん制も確保されてい

る。

また、契約締結後においても、①毎月の契約状況

をホームページで公表するとともに、②四半期毎に

役員会で入札結果等について点検・検証を受け、③

最終審査として契約監視委員会で点検を受けてい

る。

③「随意契約等見直し計

画」の進捗状況

随意契約等見直し計画（平成 22年 6月策定）にお

ける当該計画の達成へ向けた具体的取り組みを着実

に実施した結果、平成 24年度においては、随意契約

についてはすべて随意契約によらざるを得ないもの

のみである。

【具体的取り組み】

(1) 役員会及び契約審査会等による定期的な点

検の実施

・競争性のない随意契約を中心に点検を実施
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(2) 随意契約等の見直し

   ・一般競争入札による調達の徹底

(3) 一者応札・応募の見直し

   ・公告は可能な限りに詳細に記載

   ・公告はホームページへの掲載を行うほか、

広く周知に努める

   ・公告期間は可能な限り土日祝日を除いて 10

日間以上確保

   ・官公庁等の業務実績を設定する等、不当に

参加者を制限する要件は設定しない

   ・特定の者が有利となる仕様にしない

   ・適切な発注単位となるよう配慮する

   ・部分払いの活用や十分な契約期間の確保等

参加者への配慮

【平成 24年度】

（金額ベース（単位：円））

一般競争等 1,244,344 千円（72.6%）

競争性のない随意契約 468,874 千円(27.4%）

（件数ベース（単位：件））

一般競争等 9件（36.0%）

競争性のない随意契約 16件（64.0%）

④一者応札・一者応募と

なった契約の改善方策

平成 24年度においては、１者応札となったものは

なかった。

⑤契約に係る規程類と

その運用状況

一 「独立行政法人における契約適正化（依頼）」（平

成 20年 11 月 14 日総務省行政管理局事務連絡）に

おいて講ずることとされている措置はすべて実施

済である。

二 企画競争実施要領において以下のとおり規定

し、公正かつ透明な企画競争の実施に努めている。

ア 説明会については必要に応じ開催。また、説

明会を開催する場合には、参加者が企画書等の
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作成に十分な時間を確保できるよう、可能な限

り企画書等提出期限から土日祝日を除き１０

日以上前に開催すること。

  イ 契約候補者選定の際の公正性及び透明性を確

保するため、可能な限り企画競争説明書におい

て評価項目、得点配分及び評価基準を明らかに

するように努めること。また、契約候補者を選

定したときは、機構ホームページに掲載する。

ウ 企画評価者には、必要に応じ、外部の有識者

を加えることができる。

⑥再委託している契約

の内容と再委託割合（再

委託割合が 50%以上のも

の又は随意契約による

ものを再委託している

もの）

該当なし。

⑦公益法人等との契約

の状況

公益法人等との契約はない。

⑧その他調達の見直し

の状況

「随意契約等見直し計画」の着実な実施及び重層

的な契約審査体制の整備により、平成 24年度におい

ても適正な契約が確保された。

引き続きこれらの取組・体制を通じ、適正な調達

契約の締結に努めることとしている。
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（項目５の２）

Ⅰ 平成２４年度の実績【全体】

件数 金額

競
争
性
の
あ
る
契
約

一般競争入札

（最低価格落札方式）

9 件

(36.0%)

12.4 億円

(72.6%)

うち一者応

札

0件

【 0%】

0億円

【 0%】

総合評価落札方

式

0件

(   0%)

0 億円

(   0%)

うち一者応

札

0件

【   0%】

0億円

【   0%】

指名競争入札
0件

(   0%)

0 億円

(   0%)

うち一者応

札

0件

【   0%】

0億円

【   0%】

企画競争等
0件

( 0%)

0 億円

( 0%)

うち一者応

募

0件

【   0%】

0億円

【   0%】

競争性のない随意契約
16件

( 64.0%)

4.7 億円

( 27.4%)

合 計
25件

( 100%)

17.1 億円

( 100%)

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99 条第 2 号、第 3 号、第 4 号又は

第 7 号の金額を超えないもの）を除く。

※ 【  %】には、一般競争入札等のうち一者入札・応募となったものの割合を示す。

※ 「競争性のある契約」の各欄には、不落・不調随契が含まれ、一者入札・応募として

カウントしている。

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。
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Ⅱ 平成２４年度の実績【公益法人】

件数 金額

競
争
性
の
あ
る
契
約

一般競争入札

（最低価格落札方式）

0 件

(   0%)

0 億円

(   0%)

うち一者応

札

0件

【   0%】

0億円

【   0%】

総合評価落札方

式

0件

(   0%)

0 億円

(   0%)

うち一者応

札

0件

【   0%】

0億円

【   0%】

指名競争入札
0件

(   0%)

0 億円

(   0%)

うち一者応

札

0件

【   0%】

0億円

【   0%】

企画競争等
0件

(   0%)

0 億円

(   0%)

うち一者応

募

0件

【   0%】

0億円

【   0%】

競争性のない随意契約
0件

(   0%)

0 億円

(   0%)

合 計
0件

( 100%)

0 億円

( 100%)

※ 「公益法人」は、いわゆる広義の公益法人を指し、独立行政法人、特例民法法人等の

ほか、社会福祉法人や学校法人も含む。

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99 条第 2 号、第 3 号、第 4 号又は

第 7 号の金額を超えないもの）を除く。

※ 【  %】には、一般競争入札等のうち一者入札・応募となったものの割合を示す。

※ 「競争性のある契約」の各欄には、不落・不調随契が含まれ、一者入札・応募として

カウントしている。

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。
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Ⅲ 随意契約等見直し計画の進捗状況 その１

随意契約等見直し計画によ

る見直し後の姿
平成 24年度実績

件数 金額 件数 金額

事務・事業をとり

やめたもの

0件

(   0%)

0 億円

(   0%)

0 件

(   0%)

0 億円

(   0%)

競
争
性
の
あ
る
契
約

競争入札
34件

(    %)

20.5 億円

(    %)

0 件

(   0%)

0 億円

(   0%)

企画競争等
2件

(    %)

0.6 億円

(    %)

0 件

(   0%)

0 億円

(   0%)

競争性のない随

意契約

34件

(    %)

2.1 億円

(    %)

5 件

( 100%)

1.0 億円

( 100%)

合 計
70 件

( 100%)

23.3 億円

( 100%)

5 件

( 100%)

1.0 億円

( 100%)

※ 「随意契約等見直し計画」策定時の個々の契約が、平成 24 年度においてどのような契

約形態にあるかを記載するもの。

※ 「随意契約等見直し計画による見直し後の姿」の各欄の件数・金額は、随意契約等見

直し計画時の件数・金額から複数年契約で平成 24年度に契約の更改を行っていないもの

を除いたもの。

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99 条第 2 号、第 3 号、第 4 号又は

第 7 号の金額を超えないもの）を除く。

※ 「競争入札」は、一般競争入札及び指名競争入札を示す。

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示し、平成 24 年度実績欄には不落・不調随契

が含まれる。
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Ⅳ 随意契約等見直し計画の進捗状況 その２

一者応札・一者応募案件の

見直し状況（20年度実績）

24年度も引き続き一者応

札・一者応募となったもの

件数 金額 件数 金額

事務・事業をとりや

めたもの

0件

(   0%)

0 億円

(   0%)

-件

(   -%)

-億円

(   -%)

契
約
方
法
を
変
更
せ
ず
条
件
等
の

見
直
し
を
実
施
（
注
２
）

仕様書の変

更

1件

( 25.0%)

0.08 億円

( 9.4%)

-件

(   -%)

-億円

(   -%)

参加条件の

変更

0件

(   0%)

0 億円

(   0%)

-件

(   -%)

-億円

(   -%)

公告期間の

見直し

4件

( 50.0%)

0.3 億円

( 30.0 %)

-件

(   -%)

-億円

(   -%)

その他
0件

(   0%)

0 億円

(   0%)

-件

(   -%)

-億円

(   -%)

契約方式の見直し
0件

(   0%)

0 億円

(   0%)

-件

(   -%)

-億円

(   -%)

その他の見直し
0件

(   0%)

0 億円

(   0%)

-件

(   -%)

-億円

(   -%)

点検の結果、指摘事

項がなかったもの

4 件

( 50.0%)

0.6 億円

( 70.0%)

-件

(   -%)

-億円

(   -%)

一者応札・一者応募

が改善されたもの
－ －

-件

(   -%)

-億円

(   -%)

合 計
8件

( 100%)

0.8 億円

( 100%)

件

( 100%)

億円

( 100%)

（注１） 平成 20 年度に一者応札・一者応募であった個々の契約が、見直しによって、平

成 24 年度の契約ではどの程度一者応札・一者応募となったかを示している。

（注２） 内訳については、重複して見直ししている可能性があるため計が一致しない場

合がある。

（注３） 「一者応札・一者応募案件の見直し状況（20 年度実績）」欄に計上された契約

は全て単年度（20 年度限り）の契約又は複数年契約であり、24 年度に契約の更改

を行っていないため「22 年度も引き続き一者応札・一者応募となったもの」欄は

「－」としている。
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Ⅴ 公益法人等への会費等の支出状況

24 年度交付法人数
25 年度廃止予定

（件数）

廃止が困難なもの

（件数）

          ０ ―           ―

（注１）平成 24年３月 23日「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」

（行政行革実行本部決定）により、見直し方針が示されており、独立行

政法人の業務の遂行のために真に必要なものを除き、公益法人等への会

費の支出は行わないこととされている。

（注２）上記見直しについては、平成 24年度以降見直しを行うこととされてい

る。  



30

随意契約等見直し計画

平成 22年 6月

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構

１．随意契約等の見直し計画

（１）随意契約の見直し

平成２０年度において、締結した随意契約等について点検・見直

しを行い、以下のとおり、新たな随意契約等の見直し計画を策定す

る。

今後も本計画に基づき、真にやむを得ないものを除き、引き続き

競争性のある契約による調達を徹底する。

平成２０年度実績 見直し後

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

競争性のある契約
（53.7％） （88.8％） （56.1％） （89.0％）

44 2,234,701 46 2,239,835

競争入札
（45.1％） （82.3％） （45.1％） （82.3％）

37 2,070,291 37 2,070,291

企画競争、公募等
（8.5％） （6.5％） （11.0％） （6.7％）

7 164,410 9 169,544

競争性のない随意契約
（46.3％） （11.2％） （43.9％） （11.0％）

38 281,696 36 276,562

合   計
（100％） （100％） （100％） （100％）

82 2,516,397 82 2,516,397

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの。

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。

（注３）「平成 20 年度実績」と「見直し後」の「競争性のない随意契約」の差（2

件、5,134 千円）については、平成 20 年度中において企画競争に移行済で

ある。
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（２）一者応札・一者応募の見直し

平成２０年度において、競争性のある契約のうち一者応札・一者

応募となった契約について点検・見直しを行い、以下のとおり、契

約の条件、契約手続き等を見直す必要があるものが見受けられた。

今後の調達については、これら結果に留意、改善しつつ、契約手

続きを進めることにより、一層の競争性の確保に努める。

（平成２０年度実績）

実 績 件数 金額（千円）

競争性のある契約 44 2,234,701

うち一者応札・一者応募
（18.2%）

8

（3.8%）

84,664

（注）上段（  %）は競争性のある契約に対する割合を示す。

（一者応札・一者応募案件の見直し状況）

見直し方法等 件数 金額（千円）

契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施（注1）
(50.0%)

4

(30.0%)

25,371

仕様書の変更 1 7,938

参加条件の変更 0 0

公告期間の見直し 4 25,371

その他 0 0

契約方式の見直し
(0%)

0

(0%)

0

その他の見直し
(0%)

0

(0%)

0

点検の結果、指摘事項がなかったもの
(50.0%)

4

(70.0%)

59,294

（注１）内訳については、重複して見直しの可能性があるため一致しない場合があ

る。

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。

(注３) 上段（  %）は平成２０年度の一者応札・一者応募となった案件に対す

る割合を示す。
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２．随意契約等見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み

（１）役員会及び契約審査会等による定期的な契約の点検の実施

  役員会及び契約審査会等により、競争性のない随意契約、一者

応札・一者応募になった案件を中心に点検を実施。

（２）随意契約等の見直し

契約の相手方が特定されるものなど、真に随意契約によらざる

を得ないものを除き、原則、一般競争入札による調達を徹底する。

（３）一者応札・一者応募の見直し

平成２１年７月に策定した「調達契約における『１者応札・１

者応募』に係る改善方策について」に基づき、以下の取組を推進

する。

① 公告に関する事項

・ 公告は、公告情報から事業規模等が容易に推測できるよう

可能な限り詳細に記載する。

・ 公告は、全てホームページへの掲載を行うほか、参入が予

想される業者に広くＰＲを行うなど周知に努める。

・ 公告期間は、可能な限り土日祝日を除いて１０日間以上を

確保する。

② 資格要件に関する事項

・ 資格要件は、官公庁や当機構の業務実績を設定する等、不

当に競争参加者を制限する要件を設定しない。

③ 仕様等に関する事項

・ 仕様書は、業務内容を具体的に分かりやすく書き、特定の

者が有利となる仕様にしない。

・ 発注単位は、発注コスト、地域性等の諸条件を考慮し、適

切な発注単位となるよう配慮する。

④ 参加者への配慮に関する事項

・ 契約相手方の金銭的負担となるような契約は、契約期間や

契約金額を勘案し部分払を活用するなど配慮する。

・ 契約締結から履行開始までの期間や契約期間は、可能な限

り十分な期間を設けるなど履行しやすくなるよう配慮する。

仕様書は、業務内容を具体的に分かりやすく書き、特定の者

が有利となる仕様にしない。

・ 発注単位は、発注コスト、地域性等の諸条件を考慮し、適

切な発注単位となるよう配慮する。
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（項目６）

内 部 統 制

①統制環境

１ 理事長の役職員へのミッションの周知等

当機構は、国から出資された年金福祉施設等（社会保険病院

等を除く。以下同じ。）を限られた期間の中で、譲渡又は廃止

することにより、厚生年金保険事業、国民年金事業及び全国健

康保険協会が管掌する健康保険事業の適切な財政運営に資す

ることを目的としている。また、年金福祉施設等については国

民の貴重な保険料財源により設置されたものであることから、

当機構の使命・任務に対する国民の関心は高く、国民から疑念

を招くことのないよう、厳正かつ透明な事業運営が求められて

いる。

当機構では、時限かつ小規模な組織で、与えられた使命・任

務を全職員に深く浸透させ、迅速かつ確実に達成するため、業

務の進捗に関しては、役員会（原則月１回開催、構成員：理事

長、理事、監事）に主たる業務の進捗状況を定期的に報告する

ほか、定例会議（週１回開催：全役職員）においても適宜状況

報告及び進捗管理を行っている。計画進捗のために何らかの方

策が必要な事項に関しては、適宜関係者で打合せを行い、方針

を決定し対処している。

２ 理事長のリーダーシップ発揮及びマネジメントの実効性

確保

理事長のリーダーシップについては、当機構が時限かつ小規

模な組織であり、迅速かつ適切に業務を推進しなければならな

いことから、予算・財務、人事・組織を含むすべての業務につ

いて、理事長が方針を示し、機動的に遂行する仕組みとするこ

とにより発揮されている。

また、理事長のマネジメントの実効性確保については、

① 業務遂行の総括責任を有する各部長の下、統制ルートを

明確化した組織体制の構築

② 毎週の定例会議における各部ごとの業務報告の義務づけ

③ 理事・監事による事業執行に係る全ての決議（決裁）の

審査（監査）

により担保している。
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３ 内部統制の構築状況

当機構では、時限かつ小規模な組織という特性を踏まえ、内

部統制として以下に掲げる仕組みを構築している。

① 全ての業務について、理事長が方針を示し、機動的に業

務を遂行する仕組み

② 業務遂行の総括責任を有する各部長の下、統制ルートを

明確化した組織体制

③ 全職員参加の毎週の定例会議の実施

④ 理事・監事による事業執行に係る全ての決議（決裁）の

審査（監査）

目的 取組状況・推進部署

業務の有効性・効

率性

・当機構では、理事長以下全職員が参加

する毎週の定例会議において、業務の有

効性・効率性や法令等の遵守等機構の事

業に関するあらゆる事柄について全員で

議論し、必要に応じ、理事長の判断の下、

迅速かつ適正に業務の改善等を図ってい

る。

・また、監事が、役員会及び毎週の定例

会議に出席するとともに、毎週 1 回定例

日に出勤し、事業執行に係る全ての決議

(決裁)の審査(監査)を行うことにより、

日常的に客観的なモニタリングを行って

いる。

法令等の遵守

資産の保全 ・当機構の保有する資産は販売用不動産

がほとんどである。（当機構の目的である

施設譲渡をするまでの間、適切に資産価

値の維持・保全に努めている。）

固定資産に計上されているものは事務

室間仕切りやネットワークシステム等の

少額のもののみであり、処分可能な資産

はない。

・資産の取得・処分については、役員

並びに理事長の決裁を受け、適正に行っ
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ている。

財務報告等の

信頼性

財務情報の報告については、後述のと

おり毎月理事長に対し報告を行うほか、

監事に対しても報告を行っている。

当機構は国民の貴重な保険料財源により設置された年金福

祉施設等の譲渡又は廃止等の業務を行う組織であることから、

信頼性を維持することが最も重要なものと考え、法令等の遵守

を最も高い優先順位と位置づけており、その他の目的について

は、いずれも重要な事項であることから優先順位に差を設けて

いない。

なお、上記の取組を確実に推進するため、内部統制統括部署

として総務部総務課を位置づけ、逐次推進状況を確認してい

る。

４ 役員会の位置付け、権限の状況

役員会規程において構成、開催、審議事項、議事等について

定めている。

５ 理事長と監事・会計監査人の連携状況

監事については、業務の重要な方針決定を行う役員会及び毎

週の定例会議に出席するとともに、毎週 1回定例日に出勤し、

理事長等との意見交換等を密に行い連携を図っている。

会計監査人については、監査計画の説明及び監査結果の報告

を受ける際に意見交換を行い連携を図っている。

②リスクの識

別・評価・対

応

全職員参加の毎週の定例会議において、適宜状況報告及び進

捗管理を行っている。計画進捗のために何らかの方策が必要な

事項に関しては、適宜関係者で打合せを行い、方針を決定し対

処している。

また、リスク対応の経緯等については、組織内で回覧する他、

機構データベースに蓄積することにより、全職員で情報の共有

化を図っている。
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③ 統制活動

全職員参加の毎週の定例会議において、理事長の方針等が直

接伝達されることから、常に全職員が組織としての使命・任務、

諸課題、対応方針等を共有することにより、円滑な業務運営を

図っている。

④ 情報と伝

達

情報伝達についても、組織内回覧の他、前記の定例会議で行

うほか、機構イントラネットの掲示板等を活用する等、徹底し

た取組みにより共有化に努めている。

また、機構ホームページにおいては、施設譲渡に関する入札

等の情報等を掲載するとともに、組織、給与、予算・決算、会

計等の規程情報の他、随意契約等調達情報、公益法人への支出

情報、冗費に係る情報等も積極的に国民に開示するなど、透明

性を高めるべく取り組んでいる。

⑤モニタリン

グ

１ 日常的モニタリング

毎週の定例会議において、適宜状況報告及び進捗管理を行わ

れ、理事長が全体の業務の進捗等のモニタリングを行い、迅速

かつ適切に判断・指示を下し、円滑な業務運営を図っている。

２ 独立的評価と評価プロセス

内部統制に関する独立的評価として、事業全般にわたる監事

監査を年 1回実施しており、その結果については監事から理事

長へ直接報告をしている。

監事監査においては、①経営全般、②計数計画と実績・業績

評価、③組織体制、人事・組織運営、④内部統制、コンプライ

アンス、⑤情報システム、⑥外部監査、検査等の状況 等につ

いて、各部に対しヒアリングを行うなど厳正な監査を実施して

いる。    

なお、監事は業務の重要な方針決定を行う役員会及び毎週の

定例会議に出席するとともに、毎週１回定例日に出勤し、事業

執行に係る全ての決議（決裁）の審査（監査）を行っており、

日常的に客観的なモニタリングも行っている。

３ 内部統制上の問題についての報告

理事長等の役員は、監事による監査報告や、独立行政法人評

価委員会又は政策評価・独立行政法人評価委員会で評価・指摘

された統制環境における問題点等について、役員会等で把握・

検証を行い、統制環境の改善を図っている。
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⑥ＩＣＴへの

対応

前記のとおり、機構イントラネットや機構データベース等に

より可能な限り情報の共有を図る一方で、施設譲渡に係る入札

情報等の重要情報の紛失・漏洩を防止するため、以下の対策を

講じ、セキュリティの向上を図っている。

・重要文書ファイルへのパスワードの付与

・タイマーロックの設定

・ウィルス対策ソフトの導入

・モバイルＰＣ起動時のパスワードの設定

※ ＩＣＴ：Information and Communications Technology（情報通信技術）の略。

ＩＴと同様の意味で用いられることが多いが、「コミュニケーション」という情報

や知識の共有という概念が表現されている点に特徴がある。

⑦監事監査

・内部監査

の実施状況

監事監査

１ 中期計画・年度計画等の妥当性について

各施策の達成状況や計画と実績との主要差異要因

等を確認することにより、計画の妥当性に留意して

いる。

２ 役職員の給与水準について

当機構の監事は、事業全般にわたる監事監査、役

員会等への出席、事業執行に係る全ての決議（決裁）

の審査（監査）を行っているため、役職員の給与水

準についても、給与規程改正等、給与水準に影響を

及ぼす事項についても留意している。

３ 理事長のマネジメントの発揮状況について

当機構の監事は、業務の重要な方針決定を行う役

員会及び毎週の定例会議に出席するとともに、毎週

１回定例日に出勤し、事業執行に係る全ての決議（決

裁）の審査（監査）を行う中で、日常的に理事長の

マネジメントの発揮状況を確認している。

４ 職員がミッションを意識しつつ目標･計画策定

に参加しているか、また、職員間のコミュニケー

ションが十分図られているかについて

当機構の監事は、業務の重要な方針決定を行う役

員会及び毎週の定例会議に出席するとともに、毎週

１回定例日に出勤し、事業執行に係る全ての決議（決

裁）の審査（監査）を行う中で、職員の目標・計画
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策定への参加状況、職員間のコミュニケーションの

状況についても確認している。

内部監査

当機構は小規模な組織であることから内部監査部

門は設けていないが、監事が業務の重要な方針決定

を行う役員会及び毎週の定例会議に出席するととも

に、毎週１回定例日に出勤し、事業執行に係る全て

の決議（決裁）の審査（監査）を行うことで、内部

監査の機能も果たしている。

⑧内部統制の

確立による成

果・課題

理事長の強力なリーダーシップをはじめとする当機構の組

織規模、使命等に的確に対応した内部統制環境を確立したこと

により、平成 24 年度までに社会保険病院等を除く年金福祉施

設等 300 超の譲渡・廃止を完了させ、これまでに 2,054 億円も

の国庫納付を行い、年金財政等に大きな貢献を果たした。
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（項目７）

事務・事業の見直し等

（委員長通知別添三関係）

①独立行政法人の事

務・事業の見直し基本方

針で講ずべき措置とさ

れたものの取組状況

（24 年度中又は 24 年度に

実施とされたもの）

該当なし。

②行政刷新会議事業仕

分けでの判定結果を受

けた取組状況

当機構は行政刷新会議事業仕分けの対象となって

いない。

③省内事業仕分けで自

ら示した改革案の取組

状況

当機構は、平成 23 年 6 月 24 日に独立行政法人年

金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する

法律（平成 23 年法律第 73 号）が公布されたことに

より、同法の公布日から 3 年以内の政令で定める日

（平成 26年 4月 1日）に、独立行政法人地域医療機

能推進機構（以下「新機構」という。）に改組される

こととなった。

そのため改革案を示した時点とその後の状況が大

きく異なっているが、以下の通り積極的に改革に取

り組み、成果を上げた。

【ヒト（組織のスリム化）】

平成 24年度においては、社会保険病院等の譲渡指

示に備えて、引き続き民間の専門的知見を最大限活

用できる体制を確保した上で、施設部を廃止する一

方、平成 26年 4月の新機構（独立行政法人地域医療

機能推進機構）への改組準備に必要となる地域医療

機能推進機構準備室を設置した。その結果、平成 24

年度末の常勤役職員数は 24 名となり、平成 17 年度
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の基準人員数 41名に対し、41.5％の削減となってい

る。

【モノ（余剰資産などの売却）】

当機構には余剰資産はない。（当機構が保有する資

産は、販売用不動産である社会保険病院等と固定資

産である事務室間仕切りやネットワークシステム等

である。）

【カネ（国からの財政支出の削減）】

当機構は、国からの補助金・交付金等の財政支出はない。

【その他：オフィスの縮小】

平成 23 年 6 月 24 日に独立行政法人年金・健康保

険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律（平成

23 年法律第 73 号）が公布され、当機構は、同法の

公布日から 3年以内の政令で定める日（平成 26年 4

月 1 日）に、新機構に改組されることとなり、本部

についても現在の千葉県ではなく東京都に設置する

こととなった。                                                  

なお、サテライトオフィスについては、現在、全

社連から無償（電気代等の実費相当分の負担のみ）

で借りている。

④その他事務・事業の見

直し

当機構は、毎週の定例会議において事務・事業の

必要性や費用対効果についても議論しており、必要

性の乏しい事務等があった場合には、理事長の方針

決定に基づき速やかに見直しを行うこととしてい

る。

⑤公益法人等との関係

の透明性確保

（契約行為については、

項目５「契約」に記載）

公益法人等に対する補助金の交付等及び特定の業

務の独占的な委託は行っていない。

また、当機構には関連法人は存在しない。



独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の改革案について

▲０人

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

常勤役職員 ３９人 ３４人 ３４人

≪削減数≫

－

≪削減額≫

年金福祉施設等の譲渡により生じた収入から、事業運営に必要な経費を控除した残余の額を毎
年度国庫納付。

－

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

０円 ０円 ０円

≪削減額≫

当機構は、国からの補助金・交付金等の財政支出はない。

－

≪今後の対応≫
平成21年度 平成22年度 削減数

役員 0/4人中 0/4人中 -

職員 0/38人中 0/33人中 -

１．ヒト（組織のスリム化）

・余剰資産は無い

２．モノ（余剰資産などの売却）

３．カネ（国からの財政支出の削減）

改革効果

国家公務員
OB関連

（独）年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律（平成２２
年法律第４８号）において、２年間延長することとして、平成24年10月1日で
解散（廃止）予定

解散までの間、業務量に応じて
組織の再編を行う。
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４．事務・事業の改革

２，２２１億円（３０１施設）
出資価格（２，０１５億円）に対比で

２０６億円プラス

• 平成２４年１０月１日解散（予定）に向けて、オフィスの縮小や
運営費の節減を図り、１円でも多く国庫納付を行う。

これまでの売却額
（平成２２年８月４日までの累計）

国庫納付額
（売却額－ＲＦＯ運営費）

２，０２３億円

• 売却総額からＲＦＯの運営に要した経費を差し引い
た分を国庫納付する。

譲渡対象３０１施設の譲渡が完了。

※ ２２年度中に国庫へ納付する８９２億円を含む。

※ ２１年度末までのＲＦＯ運営費は、７７億円
・人件費１０億円
・不動産鑑定費用、売却手数料、アスベスト対策工事等６７億円
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